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飯能市シルバー人材センター 

事 務 局 だ よ り  
 

 

 

 

今年は平年より４日早い３月２０日（日）に東京の桜の開花発表がありました。この事務局だよりが届く

頃には満開の桜とともに、木々の緑がまぶしい新緑の季節を迎えていることと思います。 

一方で世界に目を向けると、新型コロナウイルス感染症が相変わらず猛威を振るっており、 

ウクライナ情勢等の影響も相まって、物価上昇が家計や経済活動に大きな影を落としています。 

一日も早く、平穏で安心な世の中に戻ってくれることを切に願う今日この頃です。 

こうした厳しい状況下ではありますが、約２カ月にわたる「まん延防止等重点措置」が３月２１日に解除

となり、新たな気持ちで令和４年度のスタートを切ることができました。 

会員の皆様におかれましては、引き続き、感染症対策の徹底と体調管理に十分ご留意いただくととも

に、今年度も当センターの事業運営にお力添えをいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

令和４年度会費納入及び住所等に変更があった場合の連絡について 

４月は会員更新手続きの月になります。お手数ですが、センター窓口にて４月末まで 

に会費の納入をお願いします。令和４年度の会費は２,４００円です。会員の皆様に 

納めていただいた会費は、会員が作業中に怪我等した場合に支払われるシルバー傷害保 

険の掛金として使用しています。また、住所や連絡先など入会申込時に記入していただ 

いた内容に変更が生じた場合は、事務局まで連絡をお願いします。 

 

翌月に休む予定の日がある場合は、毎月１５日までに報告を！ 
  

シフト表が必要な就業先の会員で、翌月に休みたい日がある方は、毎月１５日までに事務局へ 

連絡（紙、電話、ファクス等）してください。なお、恐れ入りますが、１６日以降に休みたい日 

ができた場合は、同じ就業先の会員の中で調整してください。ご協力をお願いします。 

 

  令和４年度定時総会について  

  令和４年度の定時総会については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年度と同様に 

出席者は役員のみに限定して開催します。なお、会員の皆様は「議決用はがき」により議決に参加 

していただきます。 ６月上旬に「議決用はがき」を総会資料と一緒に自宅に郵送しますので、 

賛成・反対に○を付けて事務局まで返信してください。 
 

◆総会日時  令和４年６月１７日（金） 午後１時３０分～ 

◆会  場  飯能市シルバー人材センター会議室 

◆出 席 者  役員のみ（会員の皆様は、はがきにより議決に参加します） 
 

令和４年 

４月１日号 

事務局住所：飯能市大字大河原６２番地の２ 

電 話 番 号：９７３－６５６６ 

 
 



2 
 

 

配分金の支払日について 
  

令和４年４月から６月までの配分金の支払日は右のとおりです。 

配分金の支払日は毎月１５日です。ただし、１５日が土日祝日 

の場合は、１６日以降の最初の平日が支払日になります。 

 

 ※派遣により就業されている会員の給料支払いは、令和 4年 4月分より翌 15日払いから翌月末の支払

いに変更となりますのでご了承ください。 

 

 

令和４年度の請負作業単価について 

 

  

 

 

 

  
 

 

会員紹介キャンペーンの実施について 
 

会員拡大キャンペーン期間中(１～３月)は、皆様のご協力もあり４０名を超える 

新入会員を迎えることができました。 会費無料キャンペーンは３月末をもって終了 

となりましたが、会員紹介キャンペーンについては下記のとおり期間を延長し、更なる会員拡大を目指 

してまいりますので、引き続きご協力をお願いします。 

 

 会員紹介キャンペーン   令和４年４月１日～令和４年９月３０日までの期間に、会員の紹介により

入会申込みをされ新規会員となった場合、ご紹介をいただいた会員（現会員）に謝礼品を進呈いたし

ます。 ※詳細は同封のチラシをご覧ください。 

 
 

       理事会の結果について 
 

理事会は、会員の承認やセンターの経営に関する重要事項の決定を行うもので、 

毎月月末に開催しています。令和３年１２月～令和４年２月までの審議結果につ 

いては次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

月 配分金支払予定日

４月 ４月１５日（金）

５月 ５月１６日（月）

６月 ６月１５日（水）

回 開　催　日 審　　議　　内　　容 結果

第9回 12月24日（金）  第17号　正会員入会の承認について 可決

 第18号　臨時職員就業規則の改正（案）の承認について 可決

第10回 1月２６日（水）  第19号　正会員入会の承認について 可決

 第20号　館管理業務に関する就業基準（案）の承認について 可決

 第21号　正会員入会の承認について 可決

 第22号　令和4年度事業計画及び収支予算(案)の承認について 可決

 第23号　役員賠償責任保険への加入について 可決

第11回 2月２5日（金）

仕事の種類 単位 請負単価

・施設管理、駐車場管理 １時間 960円

・植木剪定、大工 １日 7,800円

・草取り、草刈り、剪定ごみの片付 １日 6,000円

・屋内外軽作業、清掃作業 １日 5,760円

　埼玉県の最低賃金が改定(令
和3年10月1日～)されたことに
伴い、令和４年４月から主な
業務の請負単価を右表のとお
りとさせていただきます。
※その他の単価は事務局まで
お問い合わせください。
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 福利厚生事業の開催状況を報告します。 

 

〇女性会員の集い 

令和４年２月１6 日（水）に今年度 2 回目の女性会員の集いを開催し、7 

名の方に参加いただきました。当日は前回に引き続き、中央商事(株)様、 

（一社）ほのぼの相続様を講師に招き、「家族を守る相続・遺言の話」と「墓 

地の種類講座」の講義をしていただきました。  

次の開催は、令和４年５月２０日（金）を予定しています。 

 

〇草刈機取扱い講習会、草取り講習会 

令和４年３月１５日（火）に草刈機取扱い講習会(参加者１０名)、３月２３ 

日(水)に草取り講習会(参加者 4 名)を開催しました。これから除草作業 

が忙しくなる時期を迎えますので、今回の講習会に参加された会員の皆 

様には、是非とも今後の就業に繋げていただければと思います。 

 
〇その他 

令和４年１月２８日(金)と３月２９日(火)の２日間、安全委員会を開催しました。詳細については、別紙「安

全就業ニュース」をご覧ください。なお、２月に開催を予定していた交通安全・防犯講習会は、コロナウイルス

感染拡大防止のため中止。また、植木剪定技能講習会につきましても、延期(開催時期は未定)とさせていた

だきました。 

 

 

 

女性会員の集いの開催及び参加者の募集について 
 

今年度 1回目の「女性会員の集い」を開催します。今回はノエビア化粧品様のご協力に 

より「深緑に誘われて💛ツヤツヤお肌のマッサージ体験会！」を企画しました。 

体験会終了後は、事務局女性職員との交流を兼ねた相談会も予定しています。 

※参加者には試供品のプレゼントもありますので、多くの方の参加をお待ちしています。 

    

   (日  時)  令和４年 5 月 20 日（金） 

              午後２時～４時 

      （場  所)  センター会議室 

      （申込み）  5 月１8 日（水）までに事務局へ 

 

 

 

 

       現在募集している就業先情報につきましては、ホームページで随時更新して 

います。詳しくはこちら又は事務局までお問い合わせください。 

 

飯能市シルバー人材センター 
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  インボイス制度の概要について 
 

令和 5年 10月 1日から複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式と 

して、「適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）」が導入されます。 

会員の皆様には直接の影響はありませんが、インボイス制度が導入された 

場合、全国のシルバー人材センターの事業運営に大きな影響を与えることから 

今回、その概要についてお知らせします。 

 

適格請求書(インボイス)とは、登録番号のほか、正確な適用税率や消費税額を記載した請求書等をい

います。インボイス制度の下では、税務署長に申請をして登録を受けた課税事業者（適格請求書等発行

事業者）が交付する適格請求書を介在した取引のみが、消費税の仕入税額控除の対象となります。 

委任・請負の形態で就業するシルバー会員は、形式上は個人事業主（派遣は除く。）となりますが、

年間の課税売上が 1,000 万円未満であれば事業者は納税義務が免除されるため、適格請求書等発行事

業者として自ら税務署に登録しない限りインボイスを交付することができません。 

したがって、インボイス制度の適用後は、会員に支払う配分金に含まれる消費税額について仕入税額

控除ができなくなるため、当センターが納税する消費税が大幅に増えることとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  段階的な経過措置が設けられており、インボイス制度適用後すぐに全額が仕入税額控除不可となる

わけではありませんが、当センターの事業規模で影響額を算出した場合、経過措置が終了する令和 11

年 10月 1日以降、年間で約 1,400万円の負担増が見込まれます。現在のところ、その財源を確保する

方策として事務費率の引き上げを想定しており、今後は経過措置に応じた段階的な料金値上げを検討

していく予定です。 

  以上、簡単ではありますがインボイス制度の概要を紹介しました。インボイス制度の詳しい内容を

知りたい場合は、国税庁ホームページをご参照ください。 

 
 

 （参考）公益社団法人飯能市シルバー人材センターの現状 

 

 

 

会  員  数 

（令和４年２月末現在） 

４８３人 
（男性 375人、女性 108人） 

前年同月比 ８人の減 

 ◆インボイス制度が適用された場合の影響

　・売上に係る消費税を1,500万円(売上の10/110)、仕入に係る消費税を1,400万円(支払の10/110)とした場合

➀売上の消費税 　　　　　②仕入の消費税

　1,400万円

（センターが納税する消費税）

　売上に係る消費税➀から仕入に係る消費税②を全額控除できるため、納税する消費税は100万円

　　消費税納税額　　➀ 15,000,000円 － ② 14,000,000円  ＝  1,000,000円

　会員は適格請求書等発行事業者ではないため、制度適用後は仕入に係る消費税②を控除することが

　できなくなり、納税する消費税は1,500万円となる。

　　消費税納税額　　➀ 15,000,000円 － ② 　　0円  ＝  15,000,000円

1億6,500万円 1億5,400万円

適用前

令5.9.30まで

請負代金の支払 配分金の支払

お客様

適用後

令5.10.1～

　　会員(免税事業者)

1,500万円

適用前と比較すると
1,400万円の負担増


